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迫り来る農業・食糧危機

― 農 業 所 得 の 低 下 ・ 高 齢 者 農 業 の 惨 状 か ら の 改 革 の 課 題 ―

農産物の国際価格は再度

高騰しており、世界的に「食

料危機」が叫ばれた 2008

年の水準を超えた。食糧自

給率 40％のわが国は、農業

生産基盤を一刻も早く強化

すべきである。しかし、国

内農業の実情はＷＴＯ体制

下の酷政 (農業予算削減 )に

より、農業所得の激減と高

齢者にゆだねられた農業生

産は恐慌状態に陥り、絶望

の淵に沈もうとしている。

農業・食糧生産の現場を直

視し、ＴＰＰ参加を否定し

て、農業所得保障・生産拡

充の抜本的対策を講ずべき

である。、さらに、今回の震

災は農林水産業にも甚大な

被害と放射能汚染問題を引

き起こしており、緊急の予

算措置と人材の確保を含む

対策が必要である。

１．農業所得の低下と高齢

者にゆだねられた農業

生産の危機

1995 年発足のＷＴＯ体

制以降、米の過剰下で毎年

外米が数十万トン輸入され、

1997 年 以 降 の 生 産 者 米

価・平均入札価格が全国平

均米生産費価格を下回る

ような異常な米価の低下

が継続しており、稲作経営

全体の収益性を著しく悪化

している。規模の大きい５

ha 以上作付階層といえど

も純収益・地代負担能力を

低下させており、赤字経営

にすら追い込まれようとし

ている。90 数％を占める５

ha 以下の作付け農家層は、

より早くから赤字経営に

転落し、再生産が不可能と

なる中で、労賃および機械

などの減価償却費をゼロ

と見積もることによって、

犠牲的に経営を維持し、生

産を継続している。

しかしながら、この犠牲

者的経営は永続するはずが

ない。2010 年センサスによ

る耕作放棄地は 40 万 ha を

越えるものとなった。岡山

県では耕作放棄地率が約

20％、さらに耕地のうち不

作付け地が 20％もあり、約

40％の農地が荒れつつあ

る。

その背景にあるのは所

得の驚くべき激減である。

2009 年度農業白書によれ

ば、農業所得にあたる農業

純生産はピーク時の 1990

年度の６兆１千億円から

2007 年度の３兆３千億円

へとおおよそ半減してい

る。農家レベルでも同様に

1 戸あたり農業所得が激減

しており、稲作付け３ha

以上層の米 60kg あたり生

産農業所得は、1998 年の

8135 円から 2008 年には

4884 円へと 40％の所得低

下となっている。

労働者の賃金低下をは

るかにしのぐ過酷な労働

成果の落ち込みであり、ま

さにワーキング・プアーそ

のものである。

2007 年の販売農家の農

業所得階層別割合を見ると、

農業所得が 1 千万円以上の

農家は３万戸にすぎず、

1.6％のみである。農業所得

が 500～1000 万円の農家

数は９万戸、5.1％のみであ

る。逆に、農業所得が 100

万円未満の農家戸数は 124

万戸、68.5％に達している。
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200 万円未満では 80％に

も及ぶ。

次に、経営類型別に農業

労働一時間当たりの農業所

得を比較してみると、2008

年では、水田作販売農家平

均で 485 円、各種の野菜、

果樹、畜産農家においても

一時間当たり農業所得は

ほぼ４百円台から７百円

台におさまる。養豚および

ブロイラー農家は稲作主業

農家並みにやや高くなって

いる。

これを従業員５～９人

の零細規模の製造業事業

所の男子賃金の平均１時

間当たり 1569 円と比較す

ると４分の１から２分の

１弱がほとんどである。ア

ルバイト賃金以下、さらに

最低賃金以下の恐るべき

低所得にほとんどの農家

が追い込まれている。

そのことも影響し、2009

年度農業白書も示すように、

日本は若者が農業を見向

きもしない、また、親が子

供に農業を継がせたくな

い「嫌農国」、「忌農国」と

なり、世界一の高齢農業者

国になっている。

2010 年センサスでは日

本の農業就業人口の平均年

齢は 65.8 歳となり、岡山県

平均では、69.9 歳である。

岡山県の場合 65 歳以上が

75％を占めている。

２．農業所得低下の要因と

今後の改革の課題

こうした農業所得低下

はなぜ生じるか。産業・経

済構造上の仕組み・問題が

ある。農業についてはさら

に、ＷＴＯ体制下での日本

の農業政策・貿易政策が他

国に比較して異常に国内

農業に厳しく策定され、農

業予算も大幅に削減され、

6 割以下になった。

その一端を明白に示すの

が、ＷＴＯ体制下での農業

交易条件の著しい劣悪化で

ある。1995 年以降、農業サ

イドの販売価格は概して低

落しており、ことに米と果

実が 30％ほど低下してい

る。逆に、工業製品である、

肥料、農薬、機械、資材な

どは上昇しており、農業恐

慌時に特徴的とも言うべ

きシェーレ現象を呈して

いる。農業が所得を形成す

ることが困難となるきわめ

て不利な不当な価格条件が

押し付けられている。1995

年時点と比較して、 2009

年には農業の交易条件指

数が 71.5 まで激減してお

り、1 年間で農産物サイド

から工業サイドへ約 30％

の「価値移転」・「価値収奪」

が見込まれる。この「価値

収奪」は、1995 年以降の累

積では、農業所得の２年分

を超えるほどの「価値収

奪」があったと見られる。

農業 (第一次産業 )を犠牲

とした輸出大企業優先の産

業構造・経済政策の結果と

して、このような地獄状態

に陥っている。

それゆえ、このような米

を始め、他の農産物につい

ても、生産費が補填され、

生産・経営を維持し、再生

産が可能となるような農

産物の価格保障、所得保障

を即刻講じる必要がある。

そうでなければ、高齢・重

態患者にも等しい農業を見

殺しにするようなものであ

る。この「苛政」の改革の

課題は、少数の大企業を頂

点とし、中小企業・零細企

業を中間・下層に据えるピ

ラミッド型の産業構造の最

底辺に農業が位置づけられ

た三層の格差・支配・収奪

構造の転換、改革の課題で

もある。

環境問題、資源枯渇問題

を考慮すれば、田畑輪換を

基軸とした新たな水田農

法の確立が重要な課題と

なるが、格差・支配構造の

変革と結合した改革的課

題である。

注：詳しくは、拙著『青森

農業は生き残れるか』（北方

新社、2009 年）および拙著

「日本農業の危機の深化」

（特定非営利活動法人おか

やま人権研究センター『人

権２１ 調査と研究』2010

年 10 月号、No.208）を参

照されたい。


